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１．地域協議会の設立趣旨や必要性を広く市民に周知

し、積極的に地域での設立機運を高める努力をするこ

と。また、平成２４年３月に策定した第２次小牧市地

域福祉計画、および第２次小牧市地域福祉活動計画と

の整合性を図り、地域コミュニティの醸成と地域福祉

の推進が一体となった地域協議会を目指すこと。

・地域協議会の制度については、広報こまきやホームページを活用

し、広く市民へ周知するとともに、制度の概要版パンフレットの配布

や各地区でのきめ細やかな説明会の実施など、ひとりでも多くの市民

の理解を得るよう工夫していきます。

・また、福祉課や社会福祉協議会とも連携し、昨年度に引き続き、地

域福祉の課題を話し合う地域座談会を、市内６地区で小学校区ごとに

開催するなど、地域福祉分野も一体的に取り組む協議会設立に向けた

気運の醸成に努めます。

・ホームページやパンフレットにて協議会の設立趣旨や必要性をＰＲする

とともに、平成２４年度からスタートした地域づくりフォーラムや小学校

区ごとの関係区長への説明や住民勉強会等を通じて、ひとりでも多くの方

に必要性を感じていただけるように進めています。

・設立された協議会については、広報こまきにて取り組み内容を掲載して

いるほか、各協議会でも各種チラシを作成し、回覧や全戸配布による周知

を行っています。また、店舗等へのチラシ設置、ミニコミ紙への記事掲載

など、様々な方策でＰＲし、認知度を高めるように努めています。

・地域での助け合い、支えあうための仕組みづくりとして、『地域コミュ

ニティ』、『福祉』、『防災』の三つの側面で、行政各部署も連携しなが

ら、設立機運の醸成に努めています。今後も協議会の動きに併せて、関係

各部署との連携を図っていきます。

＜参考＞

★福祉分野では、平成２５年度から小学校区単位で地域座談会を実施

★防災分野では、平成２７年度から小学校区単位の広域防災訓練を推進

２．地域協議会の単位については、地域の実情を十分

に考慮し、地域が活動しやすいよう配慮をしながら、

第１歩として小学校区を基本に検討を進めること。

・まずは各地区ごとの区長会を対象とした説明会等で制度の周知を図

りつつ、既存コミュニティ組織（西部・南部地区コミュニティ運営協

議会、三ッ渕学区コミュニティ推進協議会、桃花台区長会など）の活

動状況を把握し、十分に地域の意見を尊重しながら、まずは小学校区

単位での協議会設立に向け、丁寧に調整を進めていきます。

・協議会の単位については、６地区（旧町村ベース）、中学校区、小学校

区、その他複数区合同など、想定される様々な単位の中で、●範囲が分か

りやすく、「自分の地域」という意識を持ちやすい。●「三世代のつなが

り」が期待できる。●小学校との連携が図りやすい。などといった理由か

ら、総合的に判断し、小学校区が最も適切な範囲だという制度方針を決定

しました。

・また、小学校のＰＴＡやおやじの会等の若い世代が将来的に地域活動へ

参加していただくことを考慮し、まずは小学校区単位のつながりをつくっ

ていきたいと考えています。

・既存コミュニティ組織（西部・南部地区コミュニティ運営協議会、三ッ

渕学区コミュニティ推進協議会、桃花台区長会など）については、小学校

区単位のつながりをベースに、複数の協議会が合同で実施できる部分は合

同で実施するなど、まずは小学校区単位をベースにして検討を進めていき

たいと考えています。

３．地域助け合い交付金については、設立後の活動状

況を鑑み、適宜、見直しを行なうこと。また、既存の

補助金などと重複しないようにするとともに、本交付

金を有効かつ大切に活用するよう地域に対し、適切な

助言をすること。

・今後、地域の意見を十分にお聞きしながら、地域協議会に派遣され

る地域パートナー（担当職員）による適切な助言や、市民会議での検

討などを通じ、効果的な交付金の見直しや活用に努めていきます。

・制度方針に基づき、平成２６年３月に「小牧市地域助け合い交付金要

綱」を制定しました。

・協働推進課職員および地域パートナーが各種打合せや会議に出席し、交

付金の使途について必要な助言を行っています。

・また、協議会が具体的な事業を計画する際には、既存補助金との重複が

ないかをチェックしています。

・今後の協議会の活動状況をふまえ、必要があれば、市民会議で意見を伺

いながら、見直していきます。

４．委員活動費については、既存の地域活動の実態を

十分考慮し、支給のあり方について検討すること。

・各種意見交換会や市民会議での意見においても、活動するためには

交通費や通信費等の実費がかかっており、活動費は必要との意見が多

くあり、制度の中で、委員活動費を支給することとします。

・実際の支給については、各協議会の活動実態や他の団体の支給実績

などが地域によって異なるため、各協議会の規約で定めることとしま

したので、柔軟に対応していただけると考えています。

・各協議会においては、規約の中で、委員活動費の配分方法の規定が盛り

込まれており、地域の実情に併せて支給されています。
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５．地域協議会への市職員の支援については、地域と

行政の信頼関係を築き、地域と行政のパイプ役を担え

るように、早期に具体化すること。

・「地域パートナー制度（担当職員制度）」については、庁内で最終

調整の段階ではありますが、地域協議会が設立されるまでには、制度

を決定します。

・平成２５年９月に「小牧市地域パートナーに関する要綱」を制定し、本

市における地域パートナー制度を決定しました。

・協議会毎に４名のチーム体制を基本としつつ、協議会の実情に併せて、

人員配置を柔軟に対応できるようにしており、協働推進課とともに協議会

を支援しています。

６．地域協議会の活動拠点については、既存の公共施

設のほか地区会館の活用も視野に入れて検討するこ

と。また、将来的に小学校に空き教室が生じてきた場

合は、子どもの安全確保に十分配慮し、地域の拠点と

して活用できるよう検討すること。

・活動拠点については、既存の公共施設や地区会館の位置や駐車場の

有無、活用実態などを考慮しながら、設立へ向けた協議の中で、最も

適切な施設を選定し、関係各課や該当区と協議を進めていきたいと考

えています。

・また、小学校の活用については、中長期的な課題として、学校や教

育委員会と協議していきます。

・継続的に検討をしていきます。

７．地域協議会の委員については、地域の要である区

の協力を基本としながら、公募制度などの活用によ

り、多様な人材が地域活動に参加できるようにするこ

と。また、継続的な組織にしていくためにも、代表者

のみならず、組織の中心となる委員任期も複数年とす

るよう地域に対し、適切な助言をすること。

・地域協議会は、区域内のすべての住民を構成員としており、意欲あ

る人材が参加できるよう、委員の公募については、制度の共通ルール

として定めました。

・また、活動の継続性を保つためにも、代表者を含めた任期の複数年

化は大切であり、地域パートナー（担当職員）を通じて、適切に助言

をしていきます。

・各協議会においては、規約の中で、公募の規定と代表者の複数年任期

（２年）の規定が盛り込まれています。

・各協議会では総会の前に回覧や全戸配布等で公募委員の募集を実施され

ています。また、できる限り幅広い人材に参加してもらえるよう個別事業

ごとにお手伝いスタッフの募集も行っています。

・１年間の活動を通じて、やる気のある人材には個別に声がけをし、でき

る限り継続してやっていただけるようにお願いをするなど、継続的な組織

となるように努力されています。

８．地域活動ポイント制度については、地域活動に対

する協力者拡充の観点から、既存ボランティアの実態

を十分配慮しつつ、検討をすすめ、早期に具体化する

こと。

・各種意見交換会では、地域活動への協力者がいつも同じ住民ばかり

で、協力者が増えないという意見があり、地域協議会への協力者を募

る手段としてポイント制度を検討してきました。

・福祉課・社会福祉協議会などと調整を進めてきましたが、既存のボ

ランティア関係者の間でも有償的な考え方に抵抗感があるという意見

も多数あり、市の統一的な方針を出すには至っておりませんが、引き

続き、議論を進めていきます。

・当面は、地域協議会が実施する事業の協力者に対するお礼の部分に

ついては、「地域助け合い交付金」を活用できることとしました。

・第６次小牧市総合計画新基本計画において（仮称）ありがとう地域ポイ

ント制度を掲げており、協力者の“励み・やりがい・きっかけづくり”に

つながるような仕組みについて検討しています。

・全市的なポイント制度の制度設計を進めていく中で、地域協議会の取り

組みとして活用できる部分について地域協議会市民会議の意見を伺いなが

ら、制度設計を進めていきたいと考えています。

９．地域協議会の制度全般について、設立後も地域の

意見を十分に尊重しながら、地域住民が安心して暮ら

し続けられる地域づくりができるよう、適宜、制度の

見直しを行うこと。

・地域協議会の設立目的に沿って活動が着実に発展するよう、地域の

意見を十分尊重しながら、地域パートナー制度（担当職員制度）や市

民会議を活用し、制度の見直し等について適切に対応していきます。

・制度の見直し等については、必要に応じて、柔軟に対応していきます。


